
第３号様式（第３条関係）

不燃化推進特定整備地区
整備プログラム

【世田谷区】

太子堂・若林地区

令和８年３月

　　世田谷区



第３号様式（第３条関係）

太子堂四丁目 2 3 3

太子堂五丁目 3 4 4

若林一丁目 2 4 3

若林二丁目の一部 2 4 3

（コア事業）
・不燃化建替えの推進
・無接道敷地等での不燃化建替えの促進

（コア事業以外）
・老朽建築物の除却支援
・密集事業における道路（行き止まり路解消も含む）の整備
・密集事業における公園・広場の整備
・防災生活道路整備・不燃化促進事業による建替促進

（コア事業）
・不燃化建替えの促進
・無接道敷地等での不燃化建替えの促進

（コア事業以外）
・老朽建築物の除却支援
・密集事業における主要区画道路（行き止まり路解消等を含む）の整備
・密集事業における公園・広場の整備
・防災生活道路整備・不燃化促進事業による建替促進

区域変更 ha 最終目標値（令和１２年）

（１）整備目標
　　地区内に残る老朽木造住宅の除却や建替えの推進を図り、不燃領域率７０％の達成を目指す。
（２）整備方針
　　・地区内の不燃化促進
　　不燃領域率は７０％に迫る水準まで改善されたが、地区内には無接道敷地等の接道不良により建替えに至らない老朽建築物が点在しているため、除却費等の支援により、不燃化の促進を図るとともに、専
　　門家派遣等の支援により、共同化等による不燃化建替えを誘導する。

70% 計 64.5ha

整備目標・方針

令和  ６年（参考値）

平成２６年

令和７年度までの主な取組 令和８年度以降の主な取組

（現況）
　当地区は、地区南部を国道２４６号（放射４号）、東部を茶沢通り（補助２１０号）、北部を淡島通り（補助５２号）、西部を環状七号線に囲まれた地区である。当地区の人口は14,998人（R7.4）、世帯数は9,497(R7.4）、
建物棟数は3,454棟（R3)となっている。
　戦後の早い時期に都市基盤が未整備なまま市街化が進んだことから、老朽化した戸建住宅や低層集合住宅が建ち並ぶ木造密集市街地を形成している。当地区の住宅戸数密度は、155.4戸／ｈa（R6)、老朽木
造建物棟数率は、37.4％（R7)である。
　全地区に街づくり計画を策定し（R５）、建築物の不燃化の促進とあわせて、防災性の向上に取り組んでいる。
（課題）
　地区内には４ｍ未満の狭隘道路が多く、狭小敷地や無接道敷地等の接道不良により建替えに至らない老朽建築物が点在しているなど、依然として住環境や防災上の課題が残っている。
　また、新たな防火規制や本制度の導入により、建物の不燃化は進んでいるが、密集事業の施行区域が一部のため、建替えを契機とした規制誘導、基盤整備が不十分となっている。

58.7%

60.3%

地区の現況・課題

16.3ha当　　初 64.5ha 令和  ３年（正式値）

倒壊 火災

14.8ha

15.7ha

17.7ha

１　整備目標・方針

地区名 太子堂・若林地区 整備地域名 世田谷区役所周辺・三宿・太子堂地域

区域変更 ha

位　　置 世田谷区太子堂四丁目、太子堂五丁目及び若林一丁目並びに若林二丁目の一部 地域危険度（第９回）令和４年９月

町丁目 面積新防火地域等 平成２０年５月１日、平成２２年５月１日、平成２４年５月１日施工(新たな防火規制)

指定年月日 平成２８年（正式値）面積

総合

特区指定経緯 不燃領域率

53.5%



第３号様式（第３条関係）

２　地区内での取組

不燃化特区による支援 その他の支援（密集事業等）

A-1 区

・士業派遣支援
・まちづくりコンサルタント派遣支援
・戸建建替え助成支援
・共同建替え助成支援
・固定資産税及び都市計画税の減免

A-2 区

・士業派遣支援
・戸建建替え助成支援
・共同建替え助成支援
・固定資産税及び都市計画税の減免

B-1 区

・士業派遣支援
・まちづくりコンサルタント派遣支援
・老朽建築物除却等支援
・老朽建築物除却後の土地管理用
  仮設費の助成等支援
・固定資産税及び都市計画税の減免

B-2 区

・士業派遣支援
・まちづくりコンサルタント派遣支援
・固定資産税及び都市計画税の減免

・住宅市街地総合整備事業
・東京都木造住宅密集地域整備事業

B-3 区

・士業派遣支援
・まちづくりコンサルタント派遣支援
・固定資産税及び都市計画税の減免

・住宅市街地総合整備事業
・東京都木造住宅密集地域整備事業

B-4 区

・士業派遣支援
・まちづくりコンサルタント派遣支援
・戸建建替え助成支援
・共同建替え助成支援
・固定資産税及び都市計画税の減免

・地区防災不燃化促進事業

C-1 区

C-2 都

C-3 区
世田谷区太子堂四丁目、太子堂五丁
目及び若林一丁目並びに若林二丁目
の一部

規制誘導の実施有無・
進捗状況

備考

昭和62年11月

【太子堂四丁目地区】
平成20年5月
【若林一丁目地区】
平成22年5月
【太子堂五丁目、若林二丁目
地区】
平成24年5月

・500㎡を超える建物は耐火建築物、
  その他の建物は耐火建築物又は準耐火
  建築物としなければならない

【太子堂四丁目地区】
平成10年8月
【若林一丁目地区】
平成22年3月
【太子堂五丁目、若林二丁目
地区】
令和5年11月

規制誘導の範囲等

地区防災不燃化促進事業を導入してい
る主要区画道路沿道

継続事業

継続事業地区内全域（64.5ｈａ）

備考事業の進捗状況

地区内全域（64.5ｈa）

計画幅員　6ｍ

継続事業

継続事業

継続事業

継続事業

地区内全域（64.5ｈa）

事業
主体

・老朽建築物の建替え支援
 により不燃化を促進

事業手法

地区内全域（64.5ｈａ）

事業規模

世田谷区環七代田南部・若林地区

地区内全域（64.5ｈa)

事業項目
事業
番号

防災生活道路整備・不燃化促
進事業による建替促進

密集事業における主要区画道
路（行き止まり路解消等も含
む）の整備

不燃化建替えの促進

無接道敷地等での不燃化建替
えの促進

コア事業

コア事業
以外の事業

老朽建築物の除却支援

事業概要

・専門家派遣等の支援により
 共同化等を図り不燃化を
 促進

・避難経路確保、消防活動
 円滑化のための主要区画
 道路等整備及び行き止まり
 路の解消

・老朽建築物の除却による
 不燃化促進

事業
番号

規制誘導の目的規制誘導の手法

規制誘導策

新防火規制 ・防災性の向上を図る

地区街づくり計画
・いつまでも住み続けること
 ができる安全で快適なまち
 の形成を図る

・公園不足地域の解消と
 防災活動拠点の形成

・地区防災不燃化促進事業
 を導入している主要区画
 道路沿道（一部を除く）の
 老朽建築物の建替え支援
 及び道路拡幅による防災性
 の向上

密集事業における公園・広場
の整備

規制誘導の内容

・間口率の最低限度、高さの最低限度

・建築物の構造に関する制限

・建築物の高さの最高限度、屋外広告塔や看板の設置制限等

沿道地区計画
・道路交通騒音等の障害を
 かかえる幹線道路の環境を
 改善する

決定
権者



第３号様式（第３条関係）

３　区域図 世田谷区　太子堂・若林地区

都市計画道路中心

【凡例】

不燃化特区区域

町丁目境



第３号様式（第３条関係）

４　整備方針図 世田谷区　太子堂・若林地区

 

【Ａ－１】不燃化建替えの促進
【Ａ－２】無接道敷地等での不燃化建替えの促進

【Ｂ－１】老朽建築物の除却支援
【Ｂ－２】密集事業における主要区画道路

（行き止まり路解消等も含む）の整備

【Ｂ－３】密集事業における公園・広場の整備

【Ｂ－４】防災生活道路整備・不燃化促進事業による建
替促進

【Ｃ－２】新防火規制（全域）

公共施設整備検討エリア

【Ｃ－１】環七代田南部・若林地区沿道地区計画

【Ｃ－３】若林一丁目地区地区街づくり計

画

【Ｃ－３】太子堂四丁目地区地区街づくり計画

【Ｃ－３】太子堂五丁目、若林二丁目地区地区

街づくり計画



第３号様式（第３条関係）

５　整備スケジュール

C-1 沿道地区計画

C-3 地区街づくり計画

C-2 新防火規制

B-4

防災生活道路整備・不燃
化促進事業による建替
促進

規制誘導策

コア事業
以外の事業

B-1 老朽建築物の除却支援

B-2

密集事業における主要区
画道路（行き止まり路解消
等も含む）の整備

B-3
密集事業における公園・
広場の整備

令和１２年度

コア事業

A-1 不燃化建替えの促進

Ａ-2
無接道敷地等での
不燃化建替えの促進

事業内容 令和７年度（前計画） 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

（注）区以外の事業については参考スケジュールを示す。

士業派遣支援、まちづくりコンサルタント派遣支援、戸建建替え助成支援、共同建替え助成支援

老朽建築物除却等支援

老朽建築物除却後の土地管理用仮設費の助成等支援

用地買収、整備工事

建替えによる規制誘導

用地買収、整備工事

戸建建替え助成支援、共同建替え助成支援

構造制限による不燃化誘導

士業派遣支援

無接道敷地向け啓発冊子等

作成・配布


